
  鳥取県公正採用選考人権啓発推進員設置要綱 

平成２２年６月１４日一部改正 

平成２７年７月１日一部改正 

平成３０年４月１日一部改正 

令和３年２月１７日一部改正 

令和５年７月２８日一部改正 

１  目    的 

すべての人々の職業選択の自由、就職の機会均等を確保し、雇用の促進を図るためには、雇用主が同

和問題などの人権問題についての正しい理解と認識のもとに、公正な採用選考を行うことが必要である。 

このため、一定規模以上の事業所等において、公正採用選考人権啓発推進員（以下「推進員」とい

う。）の設置を図り、推進員に対し計画的・継続的な研修等を行って、当該事業所における公正な採用選

考システムの確立と同和問題等の解決のために必要な知識、理解及び認識を深めることを目的とする。 
 

２  推進員設置対象事業所 

推進員は、原則として次の基準に該当する事業所に設置する。 

（１）常時使用する従業員の数が 10 人以上である事業所 

（２）常時使用する従業員の数が 10 人未満であって、就職差別事件又はこれに類する事象をじゃっ起した

事業所 
 

３  推進員の選任基準 

推進員は、原則として人事担当者等採用・選考に関する事項について相当の権限を有する者から選任

するものとする。 
 

４  推進員の役割 

推進員は、すべての人々の就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項について中心的

な役割を果たすものとする。 

（１）公正な採用選考システム及び人事管理体制の確立を図ること。 

（２）職業安定行政機関との連絡に関すること。 

（３）推進計画の策定及び実施等、本要綱の目的を達成するために、当該事業所において必要と思われる対

策の樹立及び推進に関すること。 
 

５  報    告 

（１）推進員を選任（異動を含む。）した場合は、別紙「公正採用選考人権啓発推進員選任（交替）報告

書」により事業所管轄公共職業安定所長あて報告するものとする。 

（２）事業所は、別紙「事業所内人権・同和問題研修実施状況報告書」により、毎年４月 10 日までに鳥取

県商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課長あて報告するものとする。 

（３）報告のあった事業所のうち事業所内研修を実施している事業所については、事業所名、所在地等を雇

用人材局ホームページで公表する。 
 

６  推進員に対する研修等の実施 

鳥取県及び鳥取労働局は、推進員に対しその役割を果たすために必要な研修等を実施するものとし、

必要に応じて関係行政機関等の協力を要請するものとする。 

７  その他必要な事項は別に定める。 

 

 



（別紙） 

公正採用選考人権啓発推進員選任（交替）報告書 

 

 

                                                          年    月    日 

 

        公共職業安定所長  殿 

 

                                        所 在 地 
 

                                        事業所名 
 

                                        代表者名                         
 

                                        電    話           (   ) 
 

                                        業    種 
 

                                        従業員数 
 
 

     下記のとおり選任（交替）しましたので報告します。 

 

記 

 

選任年月日 

 

 

 

新    任    者 

 

前    任    者 

 

理 由 

 

 

 

氏    名 

 

役 職 名 

 

氏    名 

 

役 職 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役以上 

（     ） 

部長級以上 

（     ） 

課長級以上 

（     ） 

係長級以下 

（     ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役以上 

（     ） 

部長級以上 

（     ） 

課長級以上 

（     ） 

係長級以下 

（     ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）１ 役職名欄について、該当する職位に職名を記入してください。 

    ２ 理由欄には次の区分に該当する番号を記入して下さい。 

      （１）推進員が設置されたことによるもの 

      （２）人事異動（退職､転勤､配置替､出向等）による交替によるもの 

      （３）適任者（採用･選考､その他人事管理に関する事項に相当の権限を有      

する管理職等）への交替によるもの 

     ※  （２）、（３）のどちらにも該当するものについては、（３）と記入して下さい。 



（別 紙） 

   年度  事業所内人権・同和問題研修実施状況報告書 

                                                                         報 告 日    年    月    日 

                                                         事業所名 

                                               (電話番号) 

  事業所内研修開催状況                                     所在市町村名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

ａ従業員数 ｂ研修実施年月日 ｃ研修計画 ｄ研修の方法 ｅ講師の有無と内外別 ｆ研修対象者の態様 ｇ研修受講者数 備考 
        人 
 
 
 
 

 
 
    年  月  日 
 
 

計画に基づく 
研修 
 
随時行った研修 
 

講演（習）会 
座談会・懇談会 
討論会・ビデオ 
映画・その他 
 

    有  ・  無 
 
内部・外部講師 
  役職 
  氏名 

全従業員、管理職 
管理職以外の従業員 
新規採用者 
職場別・職種別 
その他（        ） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        人 
 
 
 
 

 
 
    年  月  日 
 
 

計画に基づく 
研修 
 
随時行った研修 
 

講演（習）会 
座談会・懇談会 
討論会・ビデオ 
映画・その他 
 

    有  ・  無 
 
内部・外部講師 
  役職 
  氏名 

全従業員、管理職 
管理職以外の従業員 
新規採用者 
職場別・職種別 
その他（        ） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 貴事業所の研修方法、内容等で、工夫している取組がある場合、記載をお願いします。 

 ※既存の研修資料の添付でも結構です。 

 ※雇用人材局のホームページで公表し、貴事業所のイメージアップを応援します。                                                     

 ( 有 ・ 無 )                                                                         

                                                                                                                              

 
 外部研修出席状況 

   研修年月日     研  修  名  受講者数 主な受講者、役職、氏名  備  考  
 
 
 
 
 

推進員職氏名 
 

職名  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

氏名 
選任年月日 
 

昭和 
平成  
令和   年    月    日 

推進計画の 
策定の有無 

      有  ・  無 
 

 
  ※１  ｃ欄「随時行った研修」に○印を付した場合は、その動機となった理由を備考欄に記入してください。 

    ２  毎年４月 10日までに鳥取県商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課（ファクシミリ(0857)26-8169）へ送付してください。 

 


